
個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 戸籍簿、除籍簿、改製原戸籍 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

戸籍法の規定による戸籍に関する届出による記録の適正管理のため

に利用 

個人情報の記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５本籍・国籍、 

６家族状況、７親族関係、８婚姻歴 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

市内本籍者 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

■ 他の官公庁 

（他市区町村                       ） 

■ その他 

（届出人                         ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 法務局、税務署 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）戸籍法第１２８条の規程により適用除外 

（所在地） 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

戸籍の訂正：戸籍法第１１３条から第１１７条 

不服申し立て：家庭裁判所（戸籍法第122条） 

審査請求：管轄法務局（戸籍法第124条） 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

個人情報保護法の適用除外（法第129条）、 

行政手続法の適用除外（法第127条） 

作成日（最終更新日）：令和５年１１月１日 

 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 戸籍簿（戸籍の附票） 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 
住民基本台帳法の規定による住所記録の適正管理のために利用 

個人情報の記録項目 １本籍、２氏名、３住所、４住定日、５生年月日、６性別 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

市内本籍者 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

■ 他の官公庁 

（他市区町村                       ） 

■ その他 

（届出者                         ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）写しの交付（住民基本台帳法第２０条、第２１条の３） 

（所在地） 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１１月１日 

 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 戸籍システム 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 
墓地、埋葬等に関する法律の規定による埋火葬の許可のために利用 

個人情報の記録項目 

１氏名、２本籍、３住所、４性別、５生年月日、 

６死因（感染症・その他の別）、７死亡年月日、８死亡場所 

９埋葬（火葬）場所、１０申請者住所・氏名・続柄 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

埋火葬許可申請に係る死亡者及び届出者 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

□ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

■ その他 

（届出者                         ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 市民生活部 市民課 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 □無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１１月１日 

 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

住民基本台帳法の規定による住民の居住関係の公証、選挙人名簿の

登録及び住民に関する記録の適正な管理のために利用 

個人情報の記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４世帯主・続柄、５戸籍・国籍、 

６住民となった年月日、７住所、８住定日、９個人番号、 

１０選挙人名簿登録の有無、１１国民健康保険・介護・後期高齢者

医療の資格、１２国民年金資格、１３児童手当受給の有無、 

１４住民票コード、１５旧氏・通称名、１６在留資格・在留期間・

在留期限・在留カード番号又は特別永住者証明書番号 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

市内に住所のある日本人、外国人（短期滞在等除く） 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

■ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

■ 他の官公庁 

（他市区町村、出入国管理庁                ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 市民生活部 市民課 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

市へ申出により訂正（法第14条第2項） 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

行政手続法の適用除外（法第32条） 

写しの交付 

（法第12条、12条の２、12条の３、12条の４、15条の４） 

作成日（最終更新日）：令和５年１１月１日 

 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 印鑑登録台帳 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 
印鑑の所有者を本人と証明する手段となる印鑑証明書の交付に利用 

個人情報の記録項目 

１登録番号、２登録年月日、３氏名、４生年月日、５住所 

６非漢字圏の外国人住民の場合は、住民票の備考欄に記載がされて

いる氏名のカタカナ表記、７旧氏・通称名 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

市内住所を有する者のうち、実印の登録を行ったもの 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 市民生活部 市民課 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

閲覧の禁止（条例第17条） 

行政手続条例の適用除外（条例第19条） 

作成日（最終更新日）：令和５年１１月１日 

 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 交付時本人確認関連データ 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 
マイナンバーカードの交付時の本人確認書類等の整理に利用 

個人情報の記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４個人番号、 

５本人確認書類画像データ 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

マイナンバーカードの交付者及び代理人 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 市民生活部 市民課 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１１月１日 

 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 通知カード回収管理表 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

マイナンバーカードの交付時に回収した個人番号通知カードの廃棄

管理に利用 

個人情報の記録項目 
１氏名、２生年月日、３住所、４個人番号、 

５マイナンバーカード交付年月日、６通知カード廃棄年月日 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

マイナンバーカード交付時に通知カードを回収した者 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 市民生活部 市民課 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１１月１日 

 

 

 



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 マイナンバーカード回収管理表 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

マイナンバーカードの更新時に回収したマイナンバーカードの廃棄

管理のために利用 

個人情報の記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４個人番号、５更新年月日、 

６廃棄年月日 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

マイナンバーカード更新時にマイナンバーカードを回収した者 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

■ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 市民生活部 市民課 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-8501 

滋賀県長浜市八幡東町６３２番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１１月１日 

 

 

 


